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点から比較検討することを目

とについては，以下のような

規模は，当然ある程度の大き

的とする。
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つまり，価格支
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えて，このよう
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学的意味を明らかにすること
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環境汚染削減技術の導入にど

の企業が存在するモデ
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）の研究である。 （

対策設備の技術レベルを表
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取引制度によって受ける影響

の目的である「技術選択に与
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をふまえた
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しさという観点から分析

デルの枠組みを概観し，数

量規制（総量

節では，２節

結論をまとめ

規制）あるいは排出権取引制

で導かれた結果の経済学的意

，今後の研究の方向性につい

度が課された場合の技術選択

味について言及する。４節

て述べる。

．分析

について分析を行う。３

において，本稿で得られた

． モデ

本稿では，

企業の技術選

望ましさにつ

本稿のモデ

前の低費用で

汚染付加強度

選択の二つで

ルの枠組

政府による数量規制（汚染物

択に与える影響を考察するこ

いても言及する。

ルでは，数量規制が実施され

汚染付加強度の高い技術を利

の低い技術を利用することで

ある。排出権取引制度が導入

質の総排出量の規制），あるい

とを目的とする。また，同

た場合，企業には二つの選

用し，総量規制の限度まで

総量規制を無効化し，限度

された場合についても同様

は排出権取引制度の導入が，

時に，技術導入の社会的な

択 があると考える。規制

生産をする選択，高費用で

内でより多くの生産をする

に二つの選択 がある。規

制前の低費用

用ながら汚染

ある。後者を

は考えない）

量を売買でき

企業のインセ

会的な望まし

で汚染付加強度の高い技術を

付加強度の低い技術を利用す

選択した場合，排出権はす

排出権市場は完全競争市場で

る。

ンティブは，汚染削減技術の

さは，技術導入がもたらす総

利用し，排出権を使用しな

ることで，排出権を使用せ

べて売却すると仮定する。（将

あると仮定するため，独占企

導入がもたらす利潤の大小

余剰の大小関係によって左

がら生産する選択と，高費

ずに生産する選択の二つで

来のために保持しておくこと

業は一定の価格で任意の

関係に依存する。一方，社

右される。規制前の汚染付

加強度の高い

る。しかし，

で，総余剰に

． 数量

最初に，汚

境に悪い影響

技術を導入したとき，総余剰

汚染付加強度の低い技術を導

外部性の部分は表れない。

規制

染物質が総量で規制されてい

を及ぼす技術（以下，技術

は独占利潤，消費者余剰，

入した場合，負の外部性は

るケースを考える。独占企

と記す）か，環境に悪い影響

負の外部性の和で定義され

生じないと仮定しているの

業はその生産にあたり，環

を一切与えない技術（以下，

技術 と記す

を定めら

であるとする

独占企業が

下の費用関数

）を選択することができ，技

れると仮定する。 は独占企

。

技術 を選択した場合，生

をとる。

（ ）

術 を採用した場合のみ，政

業が規制なしに生産した場合

産量の上限 まで生産する

府によって生産量の上限

の生産量よりも小さい値

。このとき，独占企業は以



ここで， は総

取る。
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費用， は限界費用を表す
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（ と仮定する）。そのとき，利潤は 式の形を

式において，

式の利潤を最大

要関数

格を 式に代入

次に，技術

は技術 を選択した場

にする独占企業の生産量は仮

に直面しているとすると，

して，利潤をパラメータで表

を採用した場合の経済的な厚

合の価格を， はその価格の

定より となる。このとき

価格は になる。ここで

示すると以下の式で表される

生水準について考える。技術

下での利潤を示す。

，独占企業が線形の需

求められた生産量と価

。

を採用したとき，そ

の厚生水準は

技術 を採用

表される。

汚染による負

「総余剰 消費者余剰＋独占利

したときの消費者余剰 は

の外部性 は，以下の式で

潤＋汚染による負の外部性」

，需要関数 ，生産

表される。

で考えられるとする。

量 より，以下の式で

ここで （

での和から，技

簡略化のため，

一方，技術

し汚染物質を削

）は，生産量が汚染水準に与

術 を選択した場合の総余

とする）

を用いた場合，汚染物質は問

減するためには，一定の固定

える影響を示すパラメータで

剰 は以下の式で表すことが

題にならず，政府はその生産

費用と追加的な限界費用が必

ある
）
。 式から 式ま

出来る。（ここで，式の

量を規制しない。ただ

要となると仮定する。

（ は汚染削減の

解しうる）その

数であることを示

式において，

に必要となる固

場合の生産量で

ための技術開発や設備に関する固

とき，独占企業の費用関数は

す）。

は技術 を採用したこと

定費用を表す。なお簡単化の

ある。

定費用， は汚染物質除去のた

以下のようになる（添字 は技

による追加的な限界費用，

ため と仮定する。

めに上昇した限界費用とも

術 を採用した企業の変

は技術 を採用した際

は技術 を採用した

） 汚染の被害
その妥当性が確

このとき，利

が汚染物質の２乗に比例するという
認されている。

潤 は 式のようになる。

（ ）

仮定は， （ ）などの実証研究において，



式の利潤

独占下における環境汚

を最大化する生産量と，その

となる。この値を 式に

染除去技術の選択と経済厚生＊（藤

ときの独占価格は，それぞ

代入し， を考慮して

井）

れ， ，

利潤をパラメータ表示す

ると以下の式

技術 を採

場合には汚

上述の と

になる。

用した場合の厚生水準は総余

染物質は排出されず，負の外

より求めると， 式の形を

剰（ 消費者余剰＋独占利潤）で

部性は生じないからである。

取る。

表される。仮定よりこの

まず，消費者余剰 を

よって， 式

上記の式

のどちらを選

式で表さ

の独占利潤と 式の消費者余

で表される費用関数の下で独

択するかを以下見ていくこと

れる から， 式で表される

剰を加えた総余剰 は，以

占企業が数量規制を課せられ

にする。

を差し引き，

下の式によって表される。

た場合，技術 と技術

を求める。 が正のと

き，企業は技

無差別である

定める。

式を

術 を採用し，負のときは

。 がどのパラメータによ

は以下の式で表される。

として簡略化すると，以

技術 を採用する。０のとき

って左右されているかを考え

下のように表される。

はどちらの技術の採用も

，正負を決定する条件を

このとき，

ようになる。

図１において

させた場合，

であること

政府の生産量に対する規制水

，政府の規制水準は を上

〔 〕 〔 〕

から， となる。仮定

準 の変化と， の関係を

回らない。企業が技術 を採

より，最適生産量 は

より，企業が汚染に関する規

グラフに表すと，図１の

用した上で利潤を最大化

となる。 １

制を受けない場合の生産

量（ ）よ

次に，独占

れるかを考

選択した場合

り，規制水準は低い。

企業が数量規制を課せられた

察する。 式と同様に，技術

の総余剰を表す 式を差し引

（ ）

場合，社会的に望ましい技

を選択した場合の総余剰を

き，総余剰の差分 を求め

術選択はどのように決定さ

表す 式から，技術 を

ると，以下のようになる。
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図１
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企業の技術選択

式によって求められた が正のときは，社会的に技術 を採用することが望ましく，負の

場合は技術

差異はない。

式は， 式

に表した，企業

の位置に来るか

を採用することが好ましい。

と同様のグラフによって表さ

の技術選択を決定する曲線を

を以下に示す。

図２ 社会的な技術選択

０のときは，どちらの技術を

れるが， の水準によってそ

基準にして，社会的な技術選

と企業の技術選択（ 場合）

採用しても厚生水準に

の位置を変える。図１

択を決定する曲線がど

（ ）
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の場

選択と社会的

会的には技術

独占下における環境汚

合（生産量の増加が環境を悪化さ

に望ましい技術選択が一致

が望ましいにもかかわら

染除去技術の選択と経済厚生＊（藤

せやすい場合）， の規制

する。しかし， の範囲に規

ず，企業は技術 を選択して

井）

水準では，企業が望む技術

制水準が設定されると，社

しまう。

図３ 社会的な技術選択と企業の技術選択（ の場合）

一方， の水

は，企業が望

が設定され

う。

かくして

（命題１） 数

準が の場合（生産量

む技術選択と社会的に望ま

ると，社会的には技術 が望

， 式より，以下の命題が導

量規制を用いた場合，環境

の増加が環境を悪化させにくい

しい技術選択が一致する。し

ましいにもかかわらず，企業

かれる。

汚染が起こり易い状況では

場合）， ， の規制水準で

かし， の範囲に規制水準

は技術 を選択してしま

（ ，社会厚生の観点か

らみて望ま

），社

． 排出

この節では

で取り扱う排

（必要な排出権

しくない技術 が採用される

会厚生の観点からみて望まし

権取引制度

，独占企業に対して排出権取

出権制度に，いくつかの仮

すべてを購入しなければならな

可能性があり，環境汚染が

くない技術 が採用される可

引による環境規制が課され

定をおく。企業には一定量（

い とは異なる

起こりにくい状況では（

能性がある。

たケースを考慮する。ここ

）の排出権が与えられる

）。排出権市場においてす

べての企業は

は数量規制

を及ぼさな

を選択した場

プライステイカーであると

のケースと同様に，環境に悪

い技術（技術 ）のどちらかを

合，独占企業は以下の費用関

（ ）

仮定する。（従って を一定と仮

影響を及ぼす技術（技術 ）か

選択する。これらの仮定のも

数に直面する。

定できる）また，独占企業

，環境にまったく悪影響

とで，独占企業が技術

S

XD

0.5

S
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添字 は排出権

の費用， は技

その他の記号は

立命館経済

取引制度の下で技術 を選

術 を選択した場合の生産

数量規制の場合と同じである

学（第 巻・第１号）

択したことを意味する。 は

量， は排出権の割当量に応

。

技術 を選択した場合

じた生産量をあらわす。

この費用関数

式の は排出

と独占価格は，

代入して，利潤

の下で，独占企業の利潤

権の価格を表す。需要曲線

より，

をパラメータ表示すると以下

は以下の式で表される。

のもとで， 式の利

， と

の式になる。（ とおく

潤を最大化する生産量

なる。この値を 式に

）

排出権取引制度

ら求めた消費者

であり，以下の

次に，独占企

下において，技術 を選択

余剰 と，

式で表される。（ とお

業が排出権取引制度の下で

した場合の厚生水準は，上記

外部性 と，

く）

，技術 を採用したケースに

の生産量・独占価格か

式で表される利潤の和

ついて考える。技術

を採用した独占

添字 は技術

とき，利潤は以

所与の条件の下

企業は，以下の費用関数に直

を採用したことを示す。そ

下の式で表される。

で， 式を最大化する生産

面する。

の他の変数は数量規制のケー

量 と価格 は，それぞれ

スと同じである。この

， ，

る。（ に

式で表された

となる。この値を 式に代

注意）

独占利潤と，上記の生産量

入して，利潤をパラメータ表

・独占価格の下での消費者余

）

示すると以下の式にな

剰

を合算した総余

） 独占企業が
外部性を考慮に

剰 は以下の式で表される

技術 を選択し，排出権を売却した
入れても，図４の の領域は存在す

（ ）

。

場合，その排出権を用いて他業種の企
る。

業が汚染を生じさせる。この



数量規制の

求める。それ

化によっても

独占下における環境汚

場合と同様に，技術 を採用

らの式から，企業が望む選択

たらされるかを以下で分析す

染除去技術の選択と経済厚生＊（藤

した場合と技術 を採用した

，社会的に望ましい技術の

る。

井）

場合の利潤差，余剰差を

選択がどのような変数の変

式， 式

関する分析と

る。）

一方， 式，

より，技術選択の差異によ

同じく，技術 を採用した場合

式より導かれる，技術選択

る独占企業の利潤差は以下の

の利潤から，技術 を採用し

の差異による余剰の差は，

式で表される。（数量調整に

た場合の利潤を差し引いてい

となる。 ，

期割当量は関

技術選択と社

式から明らかなように，企

係しない。

とおき， ， が０となる

会的に望ましい技術選択に乖

図４

業の技術選択にも，社会的

場合の曲線を 平面に描

離が見られるかどうかを以

企業の技術選択

な技術選択にも排出権の初

く。その図から，企業の

下確認する
）
。

の領域で

が望ましい

は かつ であり

。 の領域では， かつ

，企業は技術 を採用しよう

であり，企業は技術

とし，社会的にも技術

を採用しようとし，社会

） 計算上，

的にも技術

一致する。し

るが，社会的

も も１を越えない。ただし，こ

が望ましい。この二つの領

かし， の領域では，

には技術 が望ましい。か

（ ）

の制約にかかわらず の領域は存在す

域では，企業の望む技術と社

かつ であり，企業は

くして，次の命題を得る。

る。

会的に望ましい技術とが

技術 を採用しようとす

1

H

G

I

S

1



（命題２） 排出

汚染除去技術採

採用する。逆に

立命館経済

権取引制度においては，任

用時の単位費用増加分 が

， が非常に小さいとき，社

学（第 巻・第１号）

意の排出権価格 の下で以下

大きいとき，独占企業は社会

会的に望ましい技術 を採用

の結果が成立する。

的に望ましい技術 を

する。 汚染除去技術

採用時の単位費

を企業は採用

命題２は，排出

は， の大小関

なら，図３にお

のような値をと

用増加分 がある水準の範

する。

権取引の場合，過度に技術

係によって決定され， ，

いて 式と 式は生産量の

っても は

囲内であるときに，社会的に

が選択される可能性があり

の水準には依拠していないこ

上限１までの間に交差しない

成り立つからである。よっ

みて望ましくない技術

，しかも，この可能性

とを示している。なぜ

。なおかつ， ， がど

て， ， がどのような

水準であっても

可能性は生じる

本節では，２

，図４における の領域が

。

３．結果

節での分析において導出した

生じ，社会的要請に反して企

の経済学的含意

結果の経済学的な含意につい

業が技術 を選択する

て，詳しく見ていくこ

とにする。

まず，独占企

占企業の技術選

量の変化によっ

で，企業の望む

のとき

合は，企業も必

業の排出する汚染物質に数量

択は社会的厚生の見地から，

て汚染水準（負の外部性）が

技術選択と社会的に望ましい

（生産量の増加が大きな負の外部

ず技術 を選択する。しか

規制をかけた場合（生産量を

望ましいものにならない場合

どれだけ影響されやすいかを

技術選択との齟齬は２つのパ

性を生みやすい場合），社会的

し，社会的厚生の見地から技

総量で規制した場合），独

がある。しかも，生産

表すパラメータ の値

ターンに分けられる。

に技術 が好ましい場

術 が好ましい場合で

も，総量規制の

は， の値を

一方，

ら技術 が好ま

い場合に企業が

定した場合に起

上限 の水準によっては，

大きめに設定した場合に高く

のとき（生産量の増加が大き

しい場合は，企業も必ず技

技術 を選択する可能性が

こりやすい。

企業は技術 を選択する可能

なる。

な負の外部性を生みにくい場合

術 を選択する。しかし，社

ある。この可能性は， の水

性がある。この可能性

），社会的厚生の見地か

会的に技術 が好まし

準を比較的小さめに設

そこで，技術

れの要素がどの

生産量の増加

り，総余剰に対

ティブとなる。

なるかは政府の

，技術 それぞれを用い

ような状況にあるかをみてい

が負の外部性を生みやすい

して必ずマイナス効果をも

独占利潤や消費者余剰に関し

定める規制水準に依存してい

（ ）

た場合の総余剰を表す式を併

くことを通じて上記の結果の

場合，技術 を採用すること

たらす。これは技術 を採用

て，どちらの技術を採用した

る。

記することで，それぞ

含意を考察する。

による外部不経済によ

する社会的なインセン

方がより水準が大きく



の水準

は技術 の

高くなるこ

独占下における環境汚

が非常に低い場合，価格水準

方が効率的であるにもかかわ

とがある。このとき，社会的

染除去技術の選択と経済厚生＊（藤

が非常に高くなることも相ま

らず，独占利潤も消費者余剰

にみれば，先のマイナス効果

井）

って，生産技術そのもの

も技術 を採用した方が

を斟酌せずとも，技術

の採用が望

ンティブを

いて生じてい

が図２

されて，独占

メリットでは

的余剰は技

ましい。外部性を考慮しない

有する。このとき，技術選択

る。

の領域 に示されたような水

利潤および消費者余剰とも

相殺できないレベルにまで外

術 採用時の方が大きくなる

独占企業にとってみても常に

に関する齟齬は生じない。こ

準の場合，技術 の生産に

技術 採用時の方が大きくな

部不経済の影響が大きけれ

。かくして，外部性を考慮し

技術 を採用するインセ

れは，図２の領域 にお

関する効率性の効果が発揮

る。この技術 採用時の

ば，下に示したように社会

ない企業は技術 を選択

するインセ

るのである。

ンティブを有するが，社会的には技術 を選択する方が望ましいという齟齬が生じ

が図２

時の独占利潤

たがって，生

術 を選択

生産量の増

明を簡単にす

先述した

を採用した時

の領域 に示されたような大

および消費者余剰増大効果の

産量の増加が大きな負の外部

し，社会的にみても技術 を

加が大きな負の外部性を生み

るために，技術 採用時の

ように，規制数量が非常に小

に比して消費者余剰も独占利

きさにまで到達すると，技

方が外部不経済のマイナス

性を生みやすい場合であっ

採用する方が望ましいという

にくい場合にも，同様の手

外部不経済がほとんど無視し

さいとき，技術 の生産効率

潤も減少する。したがって

術 から技術 への変更

効果を上回ってしまう。し

たとしても，企業は勿論技

結果となる。

法で説明が可能である。説

うるとしよう。

性が発揮されず，技術

，社会的にも，企業にとっ

てみても技術

規制数量

れて価格は

用した方が大

トを，生産量

固定費用の

ことはできな

の採用は望ましい。これ

が図３の領域 の範囲内であ

安くなり，消費者余剰は技術

きくなるという状況が起こる

の大きさで減衰させされ，比

負担分によって，技術 採用

い。外部性は無視しうるほど

は，図３の領域 に示されて

るとすると，生産技術に関す

採用時の方が大きくなるが

。固定費用の負担分がもた

較的高水準の粗利潤が獲得

時の独占利潤増大効果が消費

小さいので，下の式に示し

いる。

る効率性の効果が発揮さ

，独占利潤は技術 を採

らすマイナス効果のウエイ

できるからである。しかし，

者余剰減少効果を上回る

たように，社会的にみると

技術 の採用が望ましい。かくして，技

（ ）

術選択に齟齬が生じる。
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規制数量が図

技術 採用時

採用の方が望ま

立命館経済

３の領域 の範囲内である

の方が独占利潤は大きくなる

しい。

学（第 巻・第１号）

ならば，技術 の生産技術の

。かくして，社会的にも，企

効率性が発揮されて，

業にとっても技術 の

次に，独占企

場合， ， の

うな結論が求ま

に望ましい技術

一方，汚染除去

にみて望ましく

ここで，注意

業の排出する汚染物質に関し

値や排出権の価格 に関わら

った。汚染除去技術採用時の

を採用するが， が非常に

技術採用時の単位費用増加分

ない技術 を企業は採用す

すべきことは次の点である

て，排出権取引を導入する場

ず（排出権の価格は一定である

単位費用増加分 が大きいと

小さいとき，社会的に望ま

がある程度の水準の範囲内

る。

。技術 を選択した場合，た

合をみていこう。この

と仮定している），次のよ

き，独占企業は社会的

しい技術 を採用する。

であるときに，社会的

とえ一定量の排出権が

与えられていた

技術 を採用

は発生しない。

図４の領域

術 と技術

は，陰伏的に排

技術 を採用

採択する。加え

としても陰伏的に，あたかも

した場合，生産決定と排出権

の範囲内に単位費用格差

との間には，効率性において

出権を購入した分の機会費用

した時の単位費用増加分プラ

て，技術 に比して非常に

排出権を購入するという機会

売買は異なる意思決定となる

が入っているとき，すなわち

大きな差が生じている。技術

を支払って生産する。その排

ス固定費用より低くなるので

効率的な技術 は，安価な財

費用が発生しているが，

のでこの種の機会費用

格差が大きいとき，技

を採用した独占企業

出権購入分の費用は，

，独占企業は技術 を

の供給をもたらし，消

費者余剰を大き

者余剰の十分大

が望ましい。

領域 の範

に，より利潤を

点からは，生産

剰の格差は，外

く引き上げる。したがって

きな増大が外部不経済のマ

囲内に が存在する場合，独

生み出す技術 を採用する

技術格差はさほど大きくな

部性のマイナス効果をカバー

，社会的にも，技術 の採用

イナス効果をカバーしうるこ

占企業は先述の通り，生産技

インセンティブを有する。と

いので，技術 採用による独

しうるほど大きくはない。し

による独占利潤と消費

とから，技術 の採用

術格差のメリットゆえ

ころが，社会厚生の観

占利潤および消費者余

たがって，社会的厚生

の見地から技術

これは，技術

が望ましい。かくして，領

を導入することによる投資

域 においては技術選択の

費用 を削減して得られる利

齟齬が生じる。

益増加は，独占企業だ

けが獲得できる

社会的にみて過

領域 の範囲

利潤と消費者余

が望ましい。企

ものであるため，陰伏的に

大に評価してしまっているこ

内では，生産技術の差が小さ

剰の効果を考慮しても，外部

業にとっても，技術 を採

（ ）

排出権を購入する費用を勘案

とから生じる。

い。よって社会的な観点から

性の純マイナス効果が上回っ

用した際の陰伏的に排出権を

したとしても技術 を

は，前述の通り，独占

てしまうので，技術

購入する費用が相対的
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に大きくな

が企業によ

最後に，環

独占下における環境汚

るので，技術 の採用するイ

って採用される。

境規制に関する二つの政策の

染除去技術の選択と経済厚生＊（藤

ンセンティブを有する。結果

結果を今一度整理すると次

井）

，社会的に望ましい技術

のようになる。数量規制に

おいては，

排出権取引

採用させる

すい。

この結果

（ ）

らず，同じ結

の値いかんでは社会的に望ま

制度の場合， ， ， がの任

可能性しか持たない。よって

は， （ ）の導き出

と異なり，排出権市場が完全

論が導かれたことから，排出

しくないほど技術 が採用

意の値をとってもその可能性

，排出権取引制度のほうが企

した結果と整合性をもつ。

競争市場であるという仮定を

権市場での競争形態はこの

されることがあり得るが，

はなく，過度に技術 を

業を技術 選択に導きや

本稿のモデルでは，

おいている。にもかかわ

結論に影響を与えないもの

と考えられる

排出権取引

購入して生産

産を行えない

質的な利潤低

いだけで済み

それゆえ，

合，費用面

。

において過度に技術 が採

を増大させることができるこ

という点にある。このことは

下のダメージが異なることを

，単位費用増加分 が減衰す

技術 採用による投資費用節

のみならず収入面に直接影響

用されがちなのは，技術 を

とに対して，数量規制の場

，均衡で評価した，各技術

示唆する。排出権取引の場

るのみである。従って収入

減効果を過大評価しがちにな

を与えるので，技術 に対す

選択したとき，排出権を

合，その規制水準以上の生

を採用したときに生じる実

合は陰伏的な購入費用支払

面には一切影響を与えない。

る。一方，数量規制の場

る企業の投資費用節減効

果に対する評

合，技術

本稿の分析

価は，特に規制数量が小さい

が過小に評価されてしまうこ

によって得られた結論は以下

場合，過小になりがちであ

ともある。

４．結語

のとおりである。

る。よって，数量規制の場

数量規制を

る可能性が
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